
介護保険

基本知識

保険者
市町村

特別区 東京23区
つまり申請先はここ

被保険者

第1号被保険者 65歳以上の者

第2号被保険者

40~64歳の医療保険加⼊者

医療保険者が徴収する。
 
つまり毎⽉の給料から
・医療保険料
・介護保険料
　が天引きされる

保険料

2つの要素がある
 
応能負担
＋
市町村ごと

つまり、
所得と
市町村の状態で
決まる

65歳以上が
たくさんいる市町村
＝保険料は⾼くなる傾向

⾃⼰負担率

原則1割

所得に応じて
2割
3割

財源 2つある

保険料 50％

公費
国が25％負担

地⽅⾃治体が25％負担

申請から給付まで

① 本⼈・家族が
　市町村に申請

本⼈＝被保険者

② 市町村から
　訪問調査員がくる

⼼身の状況を確認するため

このとき、
　住居環境
　年収
　は確認しない

③ 1次判定
⼼身状況調査書

主治医の意⾒書

これらを元に
コンピューター判定

④  2次判定
1次判定の結果

主治医の意⾒書

これらを元に
「介護認定審査会」
を実施する

⻭科医師も
参与する
＋三師
　ケアマネ
　社会福祉⼠

⑤ 2次判定で合格すると、
　要介護度を決定する

下図参照

⑥  介護⽀援専⾨員と相談しながら、
　本⼈がケアプランを作成

ケアプランは、
原則6ヶ⽉ごとに更新する

要介護度とは？ 要介護度の対象者とサービスの種類

要介護5 　　　　　

要介護4 　　　　

要介護3 要介護者 介護給付

要介護2 　　　　

要介護1 　　　　

　　　　　

要⽀援2 要⽀援者
予防給付

サービス事業
(総合事業の１つ)

要⽀援1

　　　　

⾮該当のひと
(認定審査に落ちらひと)
 
＝サービス事業対象者
　(虚弱⾼齢者)

    
サービス事業
(総合事業の1つ)

総合事業とは

⼤まかに

介護保険サービスだけではなくて
 
　・NPO
    ・⺠間企業
　・ボランティア
 
に協⼒してもらって
地域の⾼齢者を⽀援しようという取り組み

ポイントは
申請をしなくても、
希望すればサービス受給可能ということ

種類は2つ

サービス事業
対象
・要⽀援者
・サービス事業対象者

⼀般事業
対象
・全ての65歳以上
　（1号被保険者）

要介護・要⽀援
健常者
も全て

⼀般事業って
何をするの？

体⼒作り教室
介護テーマの講演会
介護予防教室
⾼齢者のサロンの解説
サークル活動

どうやって
希望するの？

市町村か
地位包括⽀援センターの
窓⼝で
 
「基本チェックリスト」
 
を記⼊する。
で、OKって判断されれば
 
「サービス事業対象者」

基本チェックリスト
 
・25の質問項⽬
①運動器
②栄養
③⼝腔の状態
などの項⽬あり。



介護保険

介護保険施設

前提

介護保険法に基づき、
都道府県知事が指定した施設

全4種類ある

① 介護⽼⼈福祉施設
　（特別養護⽼⼈ホーム)

② 介護⽼⼈保健施設

③ 介護療養型医療施設

④ 介護医療院

知事指定と設置根拠

介護施設の種類と性質

施設名 知事指定 根拠 設置　根拠

①介護⽼⼈福祉施設
(特養)

介護保険法 ⽼⼈福祉法

②介護⽼⼈保健施設 介護保険法 介護保険法

③介護療養型医療施設 介護保険法 医療法

④介護医療院 介護保険法 介護保険法

①介護⽼⼈福祉施設は

新規⼊所は要介護3以上

終の住処
つまり⽣活の場

②介護⽼⼈保健施設は リハビリと医療

③介護療養型医療施設は リハビリと医療（⻑期療養）

④介護医療院は リハビリと医療（⻑期療養）

4施設に ケアマネは必要

②・③・④で回復したら
⾃宅療養

無理なら①へ

介護施設の利⽤者と
利⽤サービスの違い

要介護者

施設サービス 施設に⼊所

居宅サービス
通所サービス デイサービス

デイケア

短期⼊所サービス ショートステイ

要⽀援者 居宅サービス
通所サービス デイサービス

デイケア

短期⼊所サービス ショートステイ

サービス事業対象者

通所サービス デイサービス
デイケア

POINT
要介護・要⽀援認定は受けていない
だけど、介護施設は利⽤できる

各サービス計画
＝ケアプランの作成

要介護者の場合

施設サービスケアプラン
各施設のケアマネに相談
→だから4施設には必置

居宅サービスケアプラン
居宅介護⽀援事業者(会社)の
ケアマネに相談

要⽀援者
サービス事業対象者
の場合

介護予防ケアプラン
地域包括⽀援センターの
ケアマネに相談

介護保険のサービス

⼤まかに

介護給付 要介護者　対象

予防給付 要⽀援者　対象

サービス事業
要⽀援者
サービス事業対象者　対象

介護給付
→要介護者

居宅サービス

訪問サービス 居宅療養管理指導

担当者
・三師
・⻭科衛⽣⼠
・管理栄養⼠

通所サービス ⼝腔機能向上サービス

担当者
・⻭科衛⽣⼠
・看護師
・⾔語聴覚⼠
→⻭科医師は指示だけ

地域密着型サービス

夜間対応型訪問介護

定期巡回
随時対応型訪問介護看護

⼩規模多機能型居宅介護

認知症対応型通所介護

POINT
「型』がついたら地域密着型サービス

予防給付
→要⽀援者

訪問サービス 介護予防居宅療養管理指導

担当者
・三師
・⻭科衛⽣⼠
・管理栄養⼠

通所サービス ⼝腔機能向上サービス

担当者
・⻭科衛⽣⼠
・看護師
・⾔語聴覚⼠
→⻭科医師は指示だけ

サービス事業
→要⽀援者
　サービス事業対象者

訪問型サービス

通所型サービス ⼝腔機能向上プログラム

担当者
・⻭科衛⽣⼠
・看護師
・⾔語聴覚⼠
→⻭科医師は指示だけ

居宅療養管理指導とは？

⻭科医師が⾏う、医学的な指導のこと
義⻭の着脱

清掃法

衛⽣⼠が⾏う、⼝腔ケアに関わる実地指
導のこと

ブラッシング指導

⾆清掃指導

⼝腔機能向上
サービスorプログラムとは？

⼝腔機能向上を⽬的とした「訓練」

唾液の分泌量低下

咀嚼機能の低下

嚥下機能の低下

これらの⼈に⾏う

スクリーニング

①基本チェックリスト

①半年前に⽐べて硬いものが⻝
べにくくなりましたか

②お茶屋汁物などで蒸せることがありますか

③⼝の渇きが気になりますか

②視診による⼝腔衛⽣状態の確認

③RSST(反復唾液嚥下テスト) ３回未満

地域包括⽀援センター

設置根拠法 介護保険法

設置主体
市町村

特別区

常勤職員

主任介護⽀援専⾨員

社会福祉⼠

保健師

業務
介護予防ケアマネジメント 介護予防ケアプランを作成する

権利の擁護 ⾼齢者虐待の通報先

地域包括ケアシステム

2025年問題 団塊の世代(S22-24)の⼈たちが
全員75歳上になる

そのため、⾼齢者に対して、
住み慣れた⾃宅の周囲だけで
「保健・医療・介護」を提供できるような
環境づくりを⽬指す試み
→地域包括ケアシステム

根拠法
介護保険法

医療介護総合確保推進法
地域の医療や介護の確保のための
調整に関する法律

構成要素 ①医療 ②介護 ③住まい ④介護予防 ⑤⽣活⽀援

地域ケアシステム
4つの「助」

①⾃助 セルフケア

②互助 ボランティア

③共助 社会保険

④公助
⽣活保護
(公費による助け)
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